


「税理士紹介制度」について 

 「税理士紹介制度」は、ご利用希望のある方々に東京地方税理士会厚木支部

が窓口となって、皆様の所得税（譲渡所得等）や贈与税、相続税、法人税、消

費税等の相談及び申告手続等のお手伝いをさせていただく税理士を無料で紹介

するものです。 

相談及び申告手続等につきましては有料となりますが、ご利用を希望される

方におかれましては、下記に必要事項をご記入の上、支部事務局までＦＡＸ又

は郵送でお申し込みください。 

申込に際しましては、次の 1～3についてご承知おきください。 

1 FAX受信後、概ね 3 日以内にご連絡させていただきます（土日祝日を除く）。 

2「税理士報酬」等につきましては、紹介させていただいた税理士と直接お打合 

せください。 

3 厚木支部は税理士の紹介のみを行い、業務上生じたトラブル等については 

一切責任を負いませんので予めご了承ください。 

皆様のご利用をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 

                東京地方税理士会 厚木支部 

〒243－0017厚木市栄町 1-16-15-410 

TEL：046-223-5843 FAX：046-223-7816 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

       「税理士紹介制度」利用申込書   令和  年 月 日 

       ＦＡＸ：０４６－２２３－７８１６ 

1 住所                            

2 氏名                            

3 連絡先電話番号                       

4 相談内容（✔印を付けてください。） 

□年金・給与の確定申告 □不動産所得の確定申告 □事業所得の確定申告 

 

□土地・建物等の譲渡所得 □株式等の譲渡所得 □法人税 □消費税 

 

□贈与税  □相続税   

 

5 相談事項の具体的内容、その他希望事項を簡記してください。 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    


